
                                                                                                                                                                        

 

 

「入らし等ｔおう 

 平成29年8月末現在 前年同時期と比較 

被害発生件数 111 件 ＋23 件 

被害金額 約 2 億 5600 万円 ＋約 1 億 2000 万円 

 

 

● 草津栗東防犯自治会 ℡０７７－５５１－０１０９  ● 草津警察署 ℡０７７－５６３－０１１０ 

 

 県下で急増している特殊詐欺の被害防止啓発のため、8 月 30 日 JR 草津駅において「なくそう犯罪」

滋賀安全なまちづくり実践県民会議の構成団体である公益社団法人全日本不動産協会滋賀県本部をはじ

め、ヤングボランティア「ヤングリレーション滋賀」やマスコットキャラクター、滋賀県、草津市、県警

本部など関係機関が協働で上記キャンペーンを実施しました。キャンペーンでは駅利用客に対して、詐欺

の手口や防止策を広報し、チラシや啓発品を配布するなど、被害防止を呼びかけました。 

  また 9 月 1 日、JR 南草津駅において玉川高校ヤングボランティアの会「スケット団」や自転車商業協

同組合草津栗東支部会員、草津市、草津警察署と協働で同様の啓発を実施しました。 

県下では 9 月 1 日から 10 日までの 10 日間「特殊詐欺多発注意報」が発令されたこともあり、駅利

用客に対して詐欺の被害防止を広く注意を呼びかけると 

ともに、自転車の盗難被害防止に向け、「自転車のカギ 

かけ」や「２（ツー）ロック」等を呼びかけました。 

カギをかけるときは、本体のカギの他にワイヤー錠 

などを併用して、二重ロックにすればより安心です。 

「風邪をひいて声が変わった。」「最近電話番号が変わった。」

「会社の金を使い込んだ。」「つきあっていた女性に旦那がい

て、示談金が必要になった。」「交際している女性を妊娠させ

た。」 

「サイトの会員登録料が未納です。退会するには●●円必要

です。コンビニで電子マネーを購入して支払ってください。」

「安心してください。今回は協会が支援するので、後ほど返

金されます。」 

「年金の支給もれがあるので、通帳やカードを預かります。」

「医療費の還付があるので、量販店の ATM で手続きしま

す。」「最寄りの銀行の ATM へ行けば電話をしてください。」

「指示通りに操作してください。」 

キャッシュカード等を持って近くの ATM へ行ってくだ

さい。 



 

◆ 応募締切・・10 月 23 日（月） （ハガキ・応募用紙・メールとも） 

※ 正解者の中から抽選で３０名様に、記念品をプレゼントします。 

① はがきで応募 
➊クイズの答え ①「○○」②「２(ツー)○○○」③「○○○○○場」

④「地球に○○○」⑤「○バー」 

➋〒住所・氏名・電話番号を明記の上、下記までお送りください。 

〒520-3088 栗東市安養寺 1 丁目 13-33 栗東市役所 

危機管理課内 草津栗東防犯自治会事務局まで 

 

② 応募箱で応募 

草津市役所・栗東市役所の 1 階受付、

又は草津警察署1階ホールの応募箱に、

備え付けの用紙に、クイズの答え・〒住

所・氏名・電話番号をご記入の上、投函

ください。 

 

 
③ メールで応募 
右記の QR コード、あるいは下記アドレスに、クイズの答え・〒住所・氏名・電話番号

をご記入の上、栗東市危機管理課へ送信してください。 

E m a i l : k i k i k a n r i @ c i t y . r i t t o . l g . j p 又は、右記 QR コードへ 

 

【主な犯罪発生件数】 

・空き巣等･･･････ ６件  

・自転車盗･･････２９件  

・万引き････････１５件 

・車上ねらい････…７件  

・オートバイ盗････１件 

・器物損壊･･････１５件  

 

 

 8 月 9日、草津警察よりファミリーマ 

ート FC 栗東御園店店長に対して、署長 

感謝状が贈呈されました。７月 14 日同 

店舗において、来店した女性客が高額な 

電子マネーを購入しようとしたところ、 

電子マネーを利用した詐欺ではないかと 

疑い、草津警察署が配布している「けいたくん重要なお知らせカード」を

手渡し、声をかけ、被害を未然に防止しました。 

  

 

地域安全活動の効果を最大限に上げ、安心して暮らせる社

会を実現するため、「全国地域安全運動」が展開されます。 

◎子どもと女性の犯罪被害防止 

◎特殊詐欺の被害防止 

  

◎自転車盗の被害防止 

  
 犯罪のない安全で明るく住みよい地域社会を実現するため、県民一人ひとりが防犯意識を高め、

自主防犯活動を行うほか、警察や防犯協会、各関係団体とも連携を図り、地域が一体となった地

域安全活動を広げましょう。 

◆ 自転車を盗まれないための５つの対策 ◆ 

① 自転車を盗まれない対策、まずは「○○かけ」。 

② 違う種類の鍵を 2 つかける「２(ツー)○○○」で、防御しましょう。 

③ 人目につくなど、出来るだけ安全な「○○○○○場」を選びましょう。 

④ 駐輪場のラックや柵など、地面に固定されているものと 

自転車を鍵で「地球に○○○」しましょう。 

⑤ 自宅敷地内でも、「○バーをかける」、車庫や玄関に 

入れるなど保管方法を工夫しましょう。 

■盗まれたらまた買えばいい…

と安易に考えず、自分の自転車

を大切に！ 

■防犯登録をしましょう 

(登録は義務付けされています)

盗難に遭った場合、自転車の発

見や返還に役立ちます 


